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臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 

 

 当社は、2022 年７月 20 日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知ら

せ」においてお知らせしましたとおり、2022 年８月４日から３か月以内に開催する可能性

がある当社臨時株主総会（以下「本株主意思確認総会」といいます。）招集のための基準

日（2022 年８月４日）を設定しておりましたが、本株主意思確認総会の開催には実務上一

定の期間を要すること等から、今後、本株主意思確認総会を開催することとした場合に、

本株主意思確認総会を 2022 年８月４日から３か月以内（同年 11 月４日まで）に開催する

ことができない場合に備え、同年 11 月５日以降、同年９月 30 日から３か月以内（末日が

休日のため翌営業日の 2023 年１月４日まで）に開催する可能性がある本株主意思確認総会

招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

1 本株主意思確認総会に係る基準日等について 

 

 当社は、2022 年 11 月５日から 2023 年１月４日までに本株主意思確認総会を開催す

ることとなった場合に備え、本株主意思確認総会において議決権を行使することがで

きる株主を確定するため、2022 年９月 30 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿

に記載又は記録された株主をもって、本株主意思確認総会において議決権を行使する

ことができる株主といたします。なお、2022 年 11 月４日以前の日に開催される本株

主意思確認総会の招集のための基準日は、従前どおり、2022 年８月４日となります。 

 

(1) 基準日  2022 年９月 30 日（金曜日） 

(2) 公告日  2022 年９月 16 日（金曜日） 

(3) 公告方法  電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。 

https://www.oval.co.jp/ir/notice/ 
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2 本株主意思確認総会の開催及び付議議案について 

 当社は、2022 年８月 12 日付け「Anton Paar GmbH との事業提携に関する会議の実施

に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたように、同月 10 日に Anton Paar GmbH

との会議を実施して以降、同社と協議を継続しております。当社は、現時点で、本株

主意思確認総会を開催するか否かを含め、本株主意思確認総会の招集について決定を

しておりませんが、本株主意思確認総会を招集することとなった場合には、その開催

日及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまして、決定次第お知らせいたしま

す。 

 

以  上 


